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 第２１回 上富良野町農業委員会総会 議事録 

 

１ 日  時  平成３１年３月１１日（月） 午後１時３０分から午後２時４０分 

 

２ 場  所  ＪＡふらの上富良野支所 ２階役員会議室 

 

３ 出席委員    名 

席順 委員名 席順 委員名 席順 委員名 

１ 谷本 嘉彦 ２ 北村 啓一 ３ 岩田 修 

４ 佐藤 良二 ５ 沼沢 春美 ６ 桑田 俊和 

７ 島田 政志 ８ 三好 利和 ９ 對馬 徹 

10 井村 悦丈 11 長谷川裕見 12 井村 昭次 

13 青地  修     

 

 

 

４ 欠席委員 

      

 

５ 遅参委員    なし 

 

 

６ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の決定 

日程第２ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の成立状況の確認について 

日程第３ 諮問第１号 農用地利用集積計画の作成について 

日程第４ 諮問第２号 農用地利用集積計画の作成について 

           (農業委員会等に関する法律第３１条 議事参与の制限) 

日程第５ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第６ 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

             (農業委員会等に関する法律第３１条 議事参与の制限) 

日程第７ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

 

 
７ 農業委員会事務局職員 

農業委員会事務局 局長 大谷 隆樹 主査 甲斐 幹彦 
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８ 会議の概要 
   開会（午後１時３０分）  （着席） 
 

 

 

事務局長 

 

事務局長 

 

 

井村委員 

 

事務局長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会の宣言 

 

只今より、第２１回上富良野町農業委員会総会を開会いたします。 

 

ご起立の上、農業委員会憲章の唱和を行います。 

１０番、井村悦丈 委員に合わせ、ご唱和ください。 

 

「唱和」 

 

ご着席ください。 

 

これより、会議を進めます。ただいまの出席委員は、１３名であります。 

定数に達しておりますので、これより第２１回上富良野町農業委員会総会を開会いたし

ます。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりでございます。 

日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。「事務局長」 

 

諸般の報告（別紙） 

 

以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

日程第１、会議録署名委員の決定は、会議規則第１３条第２項により議長において、７

番、島田政志 君、８番、三好利和 君、を指名いたします。 

                                       

 

日程第２、議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知の成立状況の確認につ

いて」の件を議題といたします。議案第１号を事務局が説明いたします。「事務局」 

                                       

 

議案第１号について、ご説明いたします。 

農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借権の解約申し出のあった次の件につ

いて、審議を求める。 

 

   平成 31年 3月 11日提出  上富良野町農業委員会会長 青地  修 

 

農地法第１８条の規定に基づき合意解約がなされておりますので、賃貸借の解約が成立

していると考えられます。 

よろしくご審議のほどお願いします。以下、内容を朗読。 

 

１番 

貸主は○○線北○○号○○番地○○の○○○○さん、借主は○町○丁目○番○号の○○

○○さん、土地の所在は○○○○番○○の１筆、地目は公簿と現況ともに畑、面積は８,

２７７㎡、土地の引き渡し時期は平成３１年２月８日、合意解約で、基盤強化促進法で

期間が平成２４年３月８日から平成３４年１１月３０日までとなっておりました。 

 

２番 

貸主は○町○丁目○番○号の○○○○さん、借主は○○線○○号の○○○○さん、土地

の所在は○○○○番○○他６筆、地目は公簿と現況ともに田、畑、山林です、面積は７

筆合計で４６,０９４㎡、土地の引き渡し時期は平成３１年２月２８日で合意解約とな

りました、基盤強化促進法で期間が平成２７年３月１０日から平成３１年１１月３０日
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

までとなっておりました。 

 

３番 

貸主は○町○丁目の○○○○さん、借主は○町○丁目の○○○○さん、土地の所在は○

○○○番○○の１筆、地目は公簿と現況ともに畑、面積は５１,６７５㎡、土地の引き

渡し時期は平成３１年２月２８日で合意解約となりました、農地法３条で平成２９年３

月９日から平成３９年１１月３０日までとなっておりました。 

 

１番の○○○○さんと○○○○さんの件は、後程、利用集積計画の斡旋で売買の契約が

ありますので、最初に議案第１号で提案させていただきました。 

                                       

 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

日程第３、諮問第１号「農用地利用集積計画の作成について」の件を議題といたします。

諮問第１号を事務局が説明いたします。「事務局」 

                                       

 

諮問第１号について、ご説明いたします。 

○○地区農用地利用改善事業実施組合他より、次の利用権の設定についての申し出がな

され、この申し出が適当と認められるので、農業経営基盤強化促進法(昭和５５年法律

第６５号)第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めるにあたり貴会の意

見を求める。 

   平成 31年 3月 11日提出 上富良野町長  向山 富夫 

農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各条件を満た

していると判断されます。審議の資料として、調査書をご覧願います。以下、諮問第１

号朗読。 

 

所２３番 

出し手は○町○丁目の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、土地の所

在は○町○丁目○○○○番○○他１筆、地目は公簿と現況ともに田、面積は２筆合計で

３１,０５５㎡、内容は売買、対価は５,１２４千円、移転時期は平成３１年３月１２日、

支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年８月３１日まで、引渡時期は対価の支払

日です。 

 

所２４番 

出し手は河西郡更別村字○○線○○番地○○の○○○○会社 代表取締役○○○○ さ

ん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○の１筆、地目

は公簿と現況ともに畑、面積が１５,１７９㎡、内容は売買、対価は８０４千円、移転

時期は平成３１年３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年８月３１

日まで、引渡時期は対価の支払日です。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

所２５番 

出し手は○○○○の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、土地の所在

は○○○○番○○他４筆、地目は公簿と現況ともに畑と田、面積は５筆合計で３０,１

８４㎡、内容は売買、対価は２,２１５千円、移転時期は平成３１年３月１２日、支払

方法は口座振込で、支払時期は平成３１年８月３１日まで、引渡時期は対価の支払日で

す。 

 

所２６番 

出し手は○○○○の○○○○さん、受け手は○○番地○○の○○会社○○○○代表取締

役○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○他７筆、地目は公簿と現況ともに畑と田、

面積は８筆合計で１０１,０３８㎡、内容は売買、対価は５,７１２千円、移転時期は平

成３１年３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年８月３１日まで、

引渡時期は対価の支払日です。 

 

賃３番 

出し手は札幌市中央区○条○丁目○番地○の○○○○法人○○○○理事長○○○○さ

ん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○他２筆、地目

は公簿と現況ともに田、面積は３筆合計で４４,０００㎡、内容は賃貸、対価は年間１

８０.４千円、始期は平成３１年３月１２日、終期が平成３６年１月２０日まで、支払

方法は口座振込で、毎年１２月１０日までです。 

 

所２７番 

出し手は○○線○○号○○番地○○の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○会社

○○○○代表取締役○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○他１筆、地目は公簿と

現況ともに田、面積は２筆合計で２８,４４９㎡、内容は売買、対価は５,１２０千円、

移転時期は平成３１年３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年８月

３１日まで、引渡時期は対価の支払日です。 

 

所２８番 

出し手は○○線○○号の○○会社○○○○代表取締役○○○○さん、受け手は○○線○

○号の○○会社○○○○代表取締役○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○他２

筆、地目は公簿と現況ともに畑、面積は３筆合計で１８,８０４㎡、内容は売買、対価

は１,１２８千円、移転時期は平成３１年３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時

期は平成３１年８月３１日まで、引渡時期は対価の支払日です。 

 

所２９番 

出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○会社○○○○代表

社員○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○他１筆、地目は公簿と現況ともに田と

用悪水路、面積は２筆合計で３２,８７８㎡、内容は売買、対価は５,８５２千円、移転

時期は平成３１年３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年８月３１

日まで、引渡時期は対価の支払日です。 

 

所３０番 

出し手は○○線○○号○○○○番地○○の○○○○さん、受け手は○町○丁目○番○号

の○○○○さん、土地の所在は○○○○番○○の１筆、地目は公簿と現況ともに畑、面

積は３筆合計で８,２７７㎡、内容は売買、対価は４９６千円、移転時期は平成３１年

３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年９月３０日まで、引渡時期

は対価の支払日です。 

                                       

 

諮問第１号、所２３番、２４番について、提案に関する補足説明を願います。 

「６番、桑田俊和 委員」 

                                       

 



 ６ 

 

 

桑田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

對馬委員 

 

 

 

                                       

 

６番、桑田です。所２３番、２４番について、補足説明いたします。 

 

２月５日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、ＪＡ会議室で開かれ、

売買２件の利用集積が成立いたしました。 

 

所２３番 

出し手、○町○丁目の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号道路沿いとなります。 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、田１６５,０００円で売買となりま 

した。 

 

所２４番 

出し手、河西郡更別村の○○○○会社さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの規模縮小に伴い、１０a当たり、畑５３,０００円で売買となりま 

した。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第１号、所２３番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、諮問第１号、所２４番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

続いて、諮問第１号、所２５番、２６番について、提案に関する補足説明を願います。 

「９番、對馬徹 委員」 

                                       

 

９番、對馬です。所２５番、２６番について、補足説明いたします。 

 

２月１８日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、ＪＡ会議室で開か

れ、売買２件の利用集積が成立いたしました。 
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所２５番 

出し手、○○○○の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、田８０,０００円、畑６０,０００円

と７０,０００円で売買となりました。 

 

所２６番 

出し手、○○○○の○○○○さん 

受け手、上富良野町○○番地○○の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、田８０,０００円、畑１０,０００円

と５５,０００円と６０,０００円で売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第１号、所２５番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、諮問第１号、所２６番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

続いて、諮問第１号、賃３番について、提案に関する補足説明を願います。 

「８番、三好利和 委員」 

                                       

 

８番、三好です。賃３番について、補足説明いたします。 

 

出し手、札幌市中央区の○○法人○○○○ 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

農地保有合理化事業により、○○法人○○○○と○○○○さんが５年間の賃貸借契

約を結び、期間満了後に売り渡すことになります。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 
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これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

附表に売渡金額の２％が賃貸料と書いてありますが、詳しく説明をお願いします。 

 

○○が賃貸５年間を契約するに当たって、１年分の賃貸料が斡旋売渡し価格９,０２０

千円の２％分ということで、１８０,４００円が１年間に払う賃貸料とこの事業では決

められております。この１８０,４００円を５年間賃貸で支払いまして、５年後の期間

満了後に農業公社が買った価格で、再度、○○○○さんが買うことになります。 

 

この２％で○○○○がやり繰りしている。 

 

この事業での出し手のメリットは。 

 

前所有者の○○○○さんが売った時は、この事業を使って売ると１,５００万円まで控

除額が認められるので、売主にとっては枠が広がるメリットがある。 

 

他にありませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第１号、賃３番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

続いて、諮問第１号、所２７番、２８番、２９番について、提案に関する補足説明を願

います。 

「４番、佐藤良二 委員」 

                                       

 

４番、佐藤です。所２７番、２８番、２９番について、補足説明いたします。 

 

２月２８日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、○○○○で開かれ、

売買３件の利用集積が成立いたしました。 

 

所２７番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○地区、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、田１８０,０００円で売買となりま 

した。 

 

所２８番 

出し手、○○線○○号の○○会社○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○地区、○○○○道路沿いとなります。 



 ９ 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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○○○○さんの規模縮小に伴い、１０a当たり、畑６０,０００円で売買となりま 

した。 

 

所２９番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○地区、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、田１８０,０００円、用悪水路５,０

００円で売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第１号、所２７番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、諮問第１号、所２８番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、諮問第１号、所２９番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

続いて、諮問第１号、所３０番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１番、谷本嘉彦 委員」 

                                       

 

１番、谷本です。所３０番について、補足説明いたします。 

 

３月４日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、ＪＡ会議室で開かれ、

売買１件の利用集積が成立いたしました。 

 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○町○丁目○番○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区、○○線○○号となります。 



 １０ 

谷本委員 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

桑田委員 

 

 

 

 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、畑６０,０００円で売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第１号、所３０番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

日程第４、諮問第２号「農用地利用集積計画の作成について」の件を議題といたします。

農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限の規定により、○番、○○○○  

委員の退席を求めます。(○番、○○○○委員 退席) 

 

諮問第２号を、事務局が説明いたします。「事務局」 

                                       

 

諮問第２号について、ご説明いたします。 

○○地区農用地利用改善事業実施組合より、次の利用権の設定についての申し出がなさ

れ、この申し出が適当と認められるので、農業経営基盤強化促進法(昭和５５年法律第

６５号)第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めるにあたり貴会の意見

を求める。 

   平成 31年 3月 11日提出 上富良野町長  向山 富夫 

農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各条件を満た

していると判断されます。審議の資料として、調査書をご覧願います。以下、諮問第 2

号朗読。 

 

所３１番 

出し手は○町○丁目の○○○○さん、受け手は○町○丁目○番地○の○○○○さん、土

地の所在は○町○丁目○○○○番○○他７筆、地目は公簿が田と原野で現況は田と畑、

面積は８筆合計で１１,４４６㎡、内容は売買、対価は２,２６６千円、移転時期は平成

３１年３月１２日、支払方法は口座振込で、支払時期は平成３１年９月３０日まで、引

渡時期は対価の支払日です。 

                                       

 

諮問第２号、所３１番について、提案に関する補足説明を願います。 

「６番、桑田俊和 委員」 

                                       

 

６番、桑田です。所３１番について、補足説明いたします。 

 

３月４日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、ＪＡ会議室で開かれ、

売買１件の利用集積が成立いたしました。 

 



 １１ 

桑田委員 
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出し手、○町○丁目の○○○○さん 

受け手、○町○丁目○番地○の○○○○さん 

所在地は、○町○丁目となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、１０a当たり、田２００,０００円、畑１５０,００

０円で売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第２号、所３１番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

○番、○○○○委員の退席を解きます、(○番、○○○○委員 着席) 

                                       

 

日程第５、議案第２号「農地法第３条第１項による許可申請について」の件を議題とい

たします。議案第２号を、事務局が説明いたします。「事務局」 

                                       

 

議案第２号について、ご説明いたします。 

農地法第３条第１項の規定による許可申請のあった次の件について、同条第２項の規定

に基づき許可の可否について審議を求める。 

   平成 31年 3月 11日提出  上富良野町農業委員会会長 青地  修 

 

許可申請は、農地法第３条第２項各号の規定に該当しないため、許可の要件を満たして

いると判断されます。 

審議の資料として、農地法第３条調書をご覧願います。以下、内容を朗読。 

 

１番 

上富良野町○○○○番○○、地目は公簿と現況ともに畑、面積が６９０㎡、出し手は旭

川市○条○丁目○番○号の○○○○所長○○○○さん、受け手が○○線○○号の○○○

○さん、国有地の払い下げの売買です。 

 

２番 

上富良野町○○○○番○○、地目は公簿と現況ともに田、面積が３,０３０㎡、出し手

は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、贈与となりま

した。これにつきましては、前回の総会等でも審議されたところですが、国有地の払い

下げを受ける所の上の部分です。贈与で父から子へ土地の名義を変えて、その後に農業

用施設の建設を計画している、前回の地番の土地だけでは倉庫の規模が大きくなり建て

られない状況になり申請となりました。 

 

３番 

上富良野町○○○○番○○他４筆、計５筆、地目は公簿と現況ともに田、面積が５筆合

計で４３,５１１㎡、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線北○○号
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の○○○○さん、賃貸借となります。 

 

４番 

上富良野町○○○○番○○の内他５筆、計６筆、地目は公簿と現況ともに田、面積が６

筆合計で２３,０９１.１６㎡、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線

○○号の○○○○さん、賃貸借となります、これは斡旋による賃貸借期間満了による更

新です。 

 

５番 

上富良野町○○○○番○○の内他５筆、計６筆、地目は公簿と現況ともに田と畑、面積

が６筆合計で２３,０９２㎡、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線

○○号の○○○○さん、賃貸借となります、こちらも更新です。 

 

６番 

上富良野町○○○○番○○の１筆、地目は公簿と現況ともに田、面積が９,１８６㎡、

出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、賃貸借

となります、こちらも更新です。 

 

７番 

上富良野町○○○○番○○他２筆、計３筆、地目は公簿と現況ともに田と畑、面積が３

筆合計で５,８５５㎡、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○○号

の○○○○さん、賃貸借となります、こちらも更新です。 

 

８番 

上富良野町○○○○番○○の１筆、地目は公簿と現況ともに田、面積が４３,９１７㎡、

出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○会社○○○○代表

社員○○○○さん、売買となります。 

 

９番 

上富良野町○○○○番○○他１５筆、計１６筆、地目は公簿と現況ともに田と原野と畑、

面積が１６筆合計で１１９,４２４.０３㎡、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受

け手は○○線○○号の○○会社○○○○代表社員○○○○さん、売買となります。 

 

 

１０番 

上富良野町○○○○番○○他１０筆、計１１筆、地目は公簿と現況ともに田と畑と山林、

面積が９１,３３２㎡、出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん、受け手は○町○

丁目○番○号○○○○の○○○○さん、賃貸借となります。 

 

１１番 

上富良野町○○○○番○○の内１筆、地目は公簿が山林で現況が畑、面積が４,０００

㎡、出し手は○○線○○号○○○○番地○○の○○○○さん、受け手は○町○丁目○番

○号の○○○○さん、賃貸借となります。 

                                       

 

議案第２号、１番、２番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１番、谷本嘉彦 委員」 

                                       

 

１番、谷本です。 議案第２号、１番、２番について、補足説明いたします。 

 

１番 

国有地の払い下げとなります。 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 
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２番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、どちらも○○線○○号の○○○○さん住宅の南側となります。 

先月の総会で贈与となったところの隣接地の国有地の払い下げをうけ、さらに農業

用施設の規模が大きくなったことから贈与をうけるものです。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

 

議案第２号、１番、２番について、これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第２号、１番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決すること

にご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて議案第２号、２番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決することに 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第２号、３番について、提案に関する補足説明を願います。 

「８番、三好利和 委員」 

                                       

 

８番、三好です。議案第２号、３番について、補足説明いたします。 

 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となっています。 

 

○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。  

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

 

議案第２号、３番について、これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 



 １４ 
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なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第２号、３番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決すること

にご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第２号、４番、５番、６番、７番について、提案に関する補足説明を願います。 

「２番、北村啓一 委員」 

                                       

 

２番、北村です。議案第２号、４番、５番、６番、７番について、補足説明いたします。 

 

４番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となっています。 

○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。 

 

５番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となっています。 

○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。 

 

６番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。 

 

７番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号の○○○○さんの隣となります。 

 ○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

 

議案第２号、４番、５番、６番、７番について、これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第２号、４番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決すること

にご異議ありませんか。 

 



 １５ 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて議案第２号、５番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決することに 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて議案第２号、６番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決することに 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて議案第２号、７番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決することに 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第２号、８番、９番について、提案に関する補足説明を願います。 

「４番、佐藤良二 委員」 

                                       

 

４番、佐藤です。議案第２号、８番、９番について、補足説明いたします。 

８番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となっています。 

 ○○○○さんの離農に伴い、○○会社○○○○さんへの売買となりました。 

 

９番 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となっています。 

 ○○○○さんの離農に伴い、○○会社○○○○さんへの売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

 

議案第２号、８番、９番について、これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 



 １６ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

島田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

谷本委員 

 

 

 

 

これより、議案第２号、８番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決すること

にご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて議案第２号、９番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決することに 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第２号、１０番について、提案に関する補足説明を願います。 

「７番、島田政志 委員」 

                                       

 

７番、島田です。 議案第２号、１０番について、補足説明いたします。 

 

出し手、○町○丁目○番○号の○○○○さん 

受け手、○町○丁目○番○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区、○○○○となっています。 

○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。  

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

 

議案第２号、１０番について、これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第２号、１０番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第２号、１１番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１番、谷本嘉彦 委員」 

                                       

 

１番、谷本です。 議案第２号、１１番について、補足説明いたします。 

 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○町○丁目○番○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となっています。 



 １７ 

谷本委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井村代理 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井村代理 

議 長 

 

 

島田委員 

 

 

 

 

○○○○さんの再処分に伴い、○○○○さんへの賃貸借となりました。  

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

 

議案第２号、１１番について、これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第２号、１１番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

ここで議長を交代いたします。 

                                       

 

日程第６、議案第３号「農地法第３条第１項による許可申請について」の件を議題とい

たします。「農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限の規定により、○番、

○○○○委員の退席を求めます。(○番、○○○○委員 退席) 

 

議案第３号を、事務局が説明いたします。「事務局」 

                                       

 

議案第３号について、ご説明いたします。 

農地法第３条第１項の規定による許可申請のあった次の件について、同条第２項の規定

に基づき許可の可否について審議を求める。 

   平成 31年 3月 11日提出  上富良野町農業委員会会長 青地  修 

 

許可申請は、農地法第３条第２項各号の規定に該当しないため、許可の要件を満たして

いると判断されます。 

審議の資料として、農地法第３条調書をご覧願います。以下、内容を朗読。 

 

１２番 

上富良野町○○○○番○○他８筆、計９筆、地目は公簿と現況ともに田と畑、面積が９

筆合計で１０９,３６６㎡、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○

○号の○○○○さん、使用貸借で経営移譲となります。 

                                       

 

議案第３号、１２番について、提案に関する補足説明を願います。 

「７番、島田政志 委員」 

                                       

 

７番、島田です。議案第３号、１２番について、補足説明いたします。 

 

出し手、○○線○○号の○○○○さん 

受け手、○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 



 １８ 

島田委員 

 

 

 

 

 

 井村代理 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

○○○○さんの経営移譲に伴い、息子さんの○○○○さんへの使用貸借となりまし

た。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第３号、１２番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

○番、○○○○ 委員の退席を解きます、(○番、○○○○委員 着席) 

 

ここで議長を交代します。 

                                       

 

日程第７、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請について」の件を議題と 

いたします。 

議案第４号を、事務局が説明いたします。「事務局」 

                                       

 

議案第４号について、ご説明いたします。 

農地法第５条の規定による農地の転用申請のあった次の件について、審議を求める。 

   平成 31年 3月 11日提出  上富良野町農業委員会会長 青 地   修 

 

許可申請は、農業振興地域内の農用地区域内となっています。農振法の手続きが必要と

なり、農家住宅建設の部分は農用地区域除外、農機具置場等は用途変更の手続きが必要

で、いずれも手続き中であり許可は完了後となります。 

審議資料として、農地法第５条調書を添付してございますのでご覧願います。 

以下、内容を朗読。 

 

１番 

上富良野町○○○○番○○の内と○○○○番○○の内の２筆、地目は公簿と現況ともに

畑、面積が２筆合計で８２７㎡、契約内容は所有権移転、転用目的は農家住宅建設及び

農機具置場と農業資材置場等の設置は、契約の内容は農家住宅が７０１㎡、内訳は農家

住宅が８０.４６㎡、車庫が３０.７４㎡、駐車スペースが７５.００㎡、作業用通路が

５１４.００㎡、図面の後ろに配置計画図が添付されています、農機具、農業資材置場

等の設置は１２６㎡、内訳は農機具置場が４２.００㎡、農業用資材置場が４２.００㎡、

コンテナ置場が４２.００㎡です、土地の所有者は○町○丁目○番○号の○○会社○○

○○代表取締役○○○○さん、転用者は東京都練馬区○町○丁目○番○号の○○○○さ

ん、土地利用区分は農用地で第１種農地、住宅分は農用地区域除外、農機具置場は用途

変更し農業用施設用地となります、転用事由は農家住宅及び農機具置場の設置等で、工

期は許可の日から平成３１年９月３０日の予定です。 

                                       

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 



 １９ 

議 長 

 

 

 

北村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局長 

議案第４号について、提案に関する補足説明を願います。 

「２番、北村啓一 委員」 

                                       

 

２番、北村です。議案第４号について、補足説明いたします。 

 

土地所有者は、○町○丁目○番○号の○○会社○○○○代表取締役○○○○さん 

転用者は、東京都練馬区○町○丁目○番○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区、○○線○○号です。 

○○○○さんが住む住宅建設のためと、農機具置場等の転用となり、転用には問題

ないと思います。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第４号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

本日の日程は、全て終了いたしました。 

 

第２１回上富良野町農業委員会総会を閉会いたします。 

                                       

 

全員ご起立ください。「礼」 

                                       

 

以上、議案４件、諮問２件の審議を終了し議長が閉会を宣言する。 

 

                           午後２時４０分 

                                       

 

上記第２１回農業委員会総会の顛末に相違ないことを証するため署名する。 

 

平３１年３月１２日 

 

        上富良野町農業委員会長                   

 

        上富良野町農業委員                     

 

        上富良野町農業委員                     

 

 


